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発刊に当たつて :

ご存 じのとおり」ARAPは 主にインターネット
を使つて仕事をしています。その第1の理由は乏しい

財政事情にありますが、しかしlIの中のインターネッ

トの普及ぶりとその将来を予想すると、この運営方

針は意外に時流に乗っているのかも知れませんc

そうだとすれば次の課題は、どうすればホームペー

ジを魅力あるものにできるか、という問題です。ホー

ムベージ [1で 「季報 JARAP」 を出すことにした
の 1)正にそのための試みに他なりません。

どうか読後のご感想や魅力的な提案など、すすん

でご意見をお寄せ下さるようお願い致しますc

くトビックス>

:宇宙の話 :

宇宙空間で宇宙線が人間に及ぼす影響を日米露が共

111で調査J｀ることとなり、今1■ 4月 、放医研に|]1際宇

宙放射線医学研究センターが発足するGセ ンターで
は初年度に重粒 i■加速装置を利用して宇宙線に近い

放射線を作り、国際宇宙ステーションの運用が始ま

る2004年 までに放射線浪1定機器を開発する予定 (毎

日/東京版 99/1/12)。
また、宇宙開発事業団では宇宙ステーションに長

期滞在する場合の線量限度について中間報告書をま

とめた。事業団としては基本的にはICRPの勧告に準

拠するが、全身線量限度に関 しては性別、被ばく開

始年令ごとに異なる限度を検討中とのこと (毎 日/
東京版 99/3/16)。

:屋内ラドンは本当に肺がんを起こすか :

保健物理学会は3月 15日 、日本電機工業会館で標記

のシンポジウムを開催 した。その趣旨は、同学会の

専門研究会の2年間の活動の成果 (報告書 「ラドンの

人体への影響評価」)を広く会員に知 らせるためで
ある。

印象に残つたことを思い付くままに列記すれば

。わが国で主に使われている二つのラ ドン測定器の

結果に差がある。それは トロンの影響ではないかと

いわれていたが、比較検討の結果では必ずしもそう

とはいえない。
。わが国では近年、新築の本造家屋内のラドン濃度

は年々減少傾向にあり、一方、コンクリー ト家屋内

の濃度は増加しつつある.
。iCRPが改訂した呼吸気道モデルに基づくラドンの

リスク評価の計算値と、従来のウラン鉱山の疫学調

査による結果との間に約3倍の開きがみ られることに

ついて若十の検討結果が報告された千)υ )の、今後の

検討に待つところが多い.
。Cohcn教授の地域相関研究で見られ′た逆相 1則 と、
スウェーデンの患者対照研究で示されたI頂村1間 をめ

ぐる問題についての比較検討がなされた=双方とも、
低濃度 (<140助 /立 方m)の ラドンと肺がんを有
意に関連づける観察結果は得 られていないとい う点

を除いては、事情は簡単ではなく、容易に決着する

とは思えない といったところである.なお、シンホ
ジウムの標題に刻しては、確たる答は

'1]意

されてい

なかった。

:」 ARAP運 営委員の交替 :

JARAPの 運営委員の任期は2年です 99年 4月
からの運営委員は

以下のとお りです (五十音順 )
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<時論 。試論>

:し きいilllな しの直線仮説(LNTlを 眠らせる?:

昨今、放射線防護体系に係わる基本的問題の一つ

は、ICRPが長年採つてきた 「しきい値なしの直線仮

説」に対する批判と、それが今後どう決着するだろ

うかという問題であろうじ

米国の保健物理学会は、政府筋から、電離放射線

の健康影響研究に対して研究資金を支出するに当たつ

て採るべき方針につき提言するように求め ,♪れ、liJ

理事会はそれに答えるべく政策 (Polに y)を 決定 tン 、 1

月の学会のニュースレターで発表した。その決定に

主導的役害1を果たしたと思われるディンガー会長は

とくに声明を発表して、「LNT問題を眠 らせるため

に」 といつたのだが、英語に慣れない私たらには、

かえつてその真意がつかみかねるc   .



その政策では、限られた研究資金は有効に使われる
べきであるとした上で
。疫学研究は信頼性に乏しいので資金を支出すべき

でない

。広島長崎の寿命研究は支持 されるが、RERF(放
影研 )以外の人たちによるピアレビュー (批判的検
討)があるべきである
。発がんに関しては分子生物学的研究や動物実験が

支持されるべきである
。公衆の被ぼくに対する合理的かつ安全な線量レベ

ルを決める枠組みとなる研究が支持されるべきであ

ると主張した。

同じ1月 に、米国エネルギー省lDOE)は 「低線量、

低線量率放射線の生物学的影響」と題する10ヶ 午計
画の研究プロジェクトを発表 して、募集を開始した。
この件でとくに注目されることは、彼 らはこの問題
が 2～ 3年で解決できる問題とは思つていないこと、
および計画書のエクゼクティブ・サマリーを読むと、
この計画ではとくに活性酸素 (内因性酸化過程)に
よる生物作用 との類似あるいは相異を明らかにする

ことに一つの重点を置いてお り、より広い視野から

F.5題 を提えようとしていることであろ う。つまり、

もし低線量の放射線が引き起こす損傷 とその修復が

活性酸素の場合と同質であれば、しきい値が存在す

る可能性があ り、そうでなければ放射線固有の問題

としてさらなる追求を必要とする。

ところで、今日までICRPが採つてきた「しきい値
なしの直線仮説」に公然と異議を唱えた最初は、私

たちの知る限 り、フランスの科学アカデミーだった

(同 アカデミー報告 No 34, 1995/10)。 それは
単にしきい値な しの仮説を批判するばかりでなく、
lCRPの新しい勧告(Pub1 60)は科学的根拠に乏しく、
かつ極端に保守的な立場に立つもので、勧告に従う

必要を認めないという趣旨のものであった。

ここで「しきい値なしの直線仮説」を採用してい

るICRPの 主張を思い起こす ことは無駄ではない。
ICRPの Pub1 9(1965)の 第 (η節に書かれていた部分を
少し要約すれば以下のとおりである :

放射線による発がんのメカニズムは分かつていな
い。ある線量以下でがんが生 じないとするしきい値

が存在するか どうかは分かつていない。そのため、

どんなわずかな線量であっても、その大きさに比例

して、発がんのわずかな危険があるものと仮定 して

きた。ICRPは、放射線防護のためには、線量と影響
との間に直線関係 (比例関係 )を仮定すること、お

よび、影響は線量の 累積値によって決まると仮定す

ること以外に、別の実用的手段を見出せないでいる。

もしかすればこの二つの仮定は正しくないかも知れ

ないが、しか し、そぅすることで、放射線の危険を

過少評価する恐れはほとんどないという点でICRPは
満足している。

このICRPの考えは、三十数年たらた今 ()基本的に
は変わっていない。繰 り返していえば、「しきい値

なしの直線仮説」は、科学的根拠があって採用 され

たのではなく、人々を防護する観点か ら過少評価を

避ける目的で採用されたものである。 とはいうもの
の、最近聞かれる批判の多くは、要約すれば、ICRP
の考えは過大評価に過ぎるのではないかという点に

あろう。

昨年 10月 、米国のNCRPは “EvaluatiOn of the linear
nonthreshold dOse― response mOdel"と 題する報告書案を

公表した。これは350頁におよぶもので、日を通すだ

けでも容易でないが、直線モデルを変えるほどのデー

タは整っていないと結論している。

また同じ10月 にOECD/NEAか らは “D"elopment of
radiatiOn health science and their illnpact on radiation

protectiOn"と い う簡潔な報告書が出たが、ここで 1)

現段階では放射線防護 上、直線仮説を変更する根拠

は見出せないという。ただしこの報告書では、特定
の状況に限つて、より緩やかな線量限度を設ける余

地はあるのではなかろうかと示唆しているc

このような世界の動きを見ていると、わが国の科

学者 もまたぜひこの戦列に加わって欲 しいものだと

願わずにはおれない。そのためには、今後の調査研

究をどのように進めるのがよいか、その構想が問わ

れているときであることを強調しておきたいじ

(大塚益比古記)

く会議報告>

:ICRP1998年会議 :

ICRPの主委員会会議が1998年 10月 H-14日 にス トッ
クホルムで開かれた。松平寛通委員による報告が放

射線科学 (1999.2月 号)に掲載されたので、以下に
その抜粋を掲げる。

多因子性疾患のリスク推定

第 1委員会のタスクグループは、多因子性疾患



に関する文献のレビューと突然変異率の変化が疾患
の頻度にどの位の影響をもたらすか、また放射線被
ばくがあった とき対象 とすべき疾患の種類とそのリ
スクを推定することが課題であった。

先天異常、及び糖尿病、本態性高血圧、冠状動脈
性心疾患等の多因子性疾患は有病率が高く、総人口
の71%(先天異常 6%、 慢性の多因子性疾患65%)
がこれらの病気のいずれかをもつている。これ らの

疾患 ;ま家族性で遺伝、それも複数の遺伝子が関係し
ていることは確かであるが、生活習慣を含めた環境
因子の作用も大きく、ある遺伝子の突然変異があっ

てもそれが直接病気に結び付かない。

――松平報告には リスク推定の方法とその問題 点に
ついての説明があるの タスクグループは、ぃくっか
の不確定要素があるためリスク推定値を示すことを

時躇 したが、主委員会は、同グループの報告書 にリ
スク推定値が全 く示されないのは望ま しくない と判

断 し、現在の リスク推 定値は少なくとも遺伝的 リス

クを過小評価 しておらず、これを今す ぐ変える必要
:まない旨記述することとした。

l.母 親の放射性核種の摂取による胚及び胎児の線
量

この課題は第2委員会のタスクグループが担当し
たこその報告書は細部について未完の部分があるも
のの、主委員会で採択された。

課題の主旨は、母親 (職業人及び一般人)が 妊娠
前及び妊娠中の一定の時期に単位量の放射性核種を

摂取 した時の、胎児の特定の組織 (最大線量を受け
る組織で核種により異なる)及び脳 (受胎後8-15週 )
の組織線量と、胎児期の実効線量及び出生後70年 ま
での預託実効線量を算定しようとする。ただし放射
線感受性は特に考慮していない。なお、授乳時の問

題は別の報告書にまとめる。

――松平報告には報告書の構成や算定条件などが紹

介されている。 この報告書中の線量係数Sv/Bqの値
と Publ.72あ るいは 68中の値を比較すると、胎児
に特別濃縮される核種があるかどうかが解る。 C(F)

/C(M)(胎 児全体または組織中の核種濃度と母親
の全身または組織中の核種濃度との比)の値は 1の
場合が多く、低いものは0.01、 高くとも2どまりで、
20を超えるような核種は見当たらない。つまりは妊
娠を申告した女性作業者のALIが職業人の 1/20で
あるのを改める必要はない。

1.各委員会の報告
第1委員会か ら第4委員会までの報告

`1997年
のオ

クスフォー ドでの合同会議の折りに発足した課題が

多いため、それ以前か ら継続中のものを除いて結論
を得ていないG第 1委員会 :二―この委員会の役割は
従来 「放射線生物学」であったが、
「確率的影響のリスクと放射線作用のメカニズム及
び発生障害を含む確定的影響のリスク、重篤度、メ
カニズム」に改められた。
「遺伝的発がん感受性」に関するタスクグループ報
告書はPubl.79と して近く刊行されるc
「多因子性疾患のリスク推定」の報告書は今回の主
委員会で採択された。
「低線量における放射線誘発がんのリスク推定」の

タスクグループは、疫学はもちろん、動物実験、分
子・細胞生物学を含む広い立場から問題の検討を行つ
ているく,
「胚 と胎児に対する放射線の影響」タスクグループ
は検討を開始 した。発がんに関してはかなり解析が
進んでいる。――やや詳しい説明あり。
「放射線防護における線質効果」タスクグループは

確 率的影響 のみ ならず確 定的影響 を含めて 、
RBE LET関 係の基本データを収集 し、防護への応用
についての検討を始めている.――なお、人及び動
物における遺伝的影響についての知見に関して若干
の記述がある。

第2委員会 :一― この委員会の役割はただ 「二次限
度」 とされていたが、 「内部及び外部被ばくの評価
のための線量係数、生物動力学及び線量計浪1モデル、
作業者及び公衆の標準データ、の開発、簡単には放

射線被ばくによる線量」となつた。2006年 までの同

委員会の活動計画が報告されたが、標準人あるいは

標準値やヒトの消化管モデル、人体ファン トムの作
成等いろいろな問題があるが、最終的には作業者の

線量係数と生体試料による測定データを収集し、
Pub1 30及 び78の改訂ということになろうこ―一か

なり詳しい記述がある。

第3委員会 :―― この委員会の役割は従来 「医学に
おける防護」であったが、よ り詳 しく して 「医学診

断、治療または生物医学研究への電離放射線の利用

に際 しての、作業者及び胎児 を含めた一般公衆の防

護」となった。 この委員会 t)活発に活動 していて、
1999年 末には少なくとも2篇、2001午までには数篇の

報告書を主委員会に提出する予定でいる.―― 「妊
娠と放射線」タスクグループ、「放射線治療事故の

防止」タスクグループヽ 「IVR(透視下治療)に
おける確定的影響の防止」タスクグループ、及び
「放射性医薬品による患者の線量]タ スクグループ
についてそれぞれ簡単な紹介があるЭ



第4委員会 :一― この委員会の役割は従来「主委員
会勧告の適用」であったが、それを広げて「職業被
ばく及び公衆被ばくのすべての面での防護体系の適

/ 縫朧1鰈1∫Y電奪弱にけ 犀簾麿旨株
廃棄物処分における放射線防護勧告」タスクグルー
プでは近く最終報告書案をとりまとめる。一,その
内容について若干の説明がある。

1.Publ.60の 中で、繰 り返し述べるべきも
の 。強化すべきもの

ICRPは 2005年 ごろには新 しい勧告の策定に向けた
作業を始めなければならず、それに関連する討議が
ケープタウン会議以後続けられている。

4.l COntrollabb Dpse(管 理可能な線量)の問題
クラーク委員長が1997年 に第4委員会に提示した資

料が事の発端である。

CRPは、放射線に関する人間活動を行為と介入に
分け、正当化、最適化、線量限度の原則に立って防

護体系を勧告 してきた。線量限度はいろいろな線源
あるいは状況下で受ける線量の総和に対しそ適用さ
れるべきものである。ところが誤つて線量限度を安
全と危険の境界とみなす向きが多い。 とくに公衆被
ばくに関してはいろいろな線量レベルが勧告され混

乱を招いている。また、考えてみると行為と介入が

区別できない状況がある。さらに患者の医療被ばく
の問題もある。そこで、個人にとって何らの便益も

ない場合、年20-30 mSv件 10E-3程度
のリスクに相当)を管理可能な線量の “限度"と し
て仮に Action Levdと 名づけ、職業被ばく、事故時

被ばく、医療被ばくを問わず、それ以上の被ばくは、

管理不能な場合または人命に係わる場合を除き、受

けないように管理してはどうか、とい うのが標記の

管理可能な線量の概念である。第4委員会ではこの問

題について討議を重ねている。

4.2Publ.60の 問題点
Publ.60の改訂に関 しては、現在のところ大きな
改訂はしないという意見が大勢のようにみえる。こ

れまでに出た意見には以下のものがぁる。

防護妨確llこ関しては、Publ.77-)、 73(医り 、
65(ラ ドン)、 75(作業者)で述べられた哲学や重要項
目は取入れられるべきである。

Publ.54の 改訂で預託線量限度を年20 mSvと した
こともあり、5年平均100msvは落とすべきではない
か。

胎児に対する線量制限をもつと明確にすべきであ

る。

損害の指標としては死亡だけでょぃのではないかG
がん以外の病気による過剰死亡の問題が入るかも
知れない。

放射線荷重係数、組織荷重係数の見直しが必要で
ある。確定的影響の防止にも関連 して、残 りの器官・

組織の定義に注意を払うべきである。
線量の概念自身、マイクロドシメトリの導入を含
めて見直しが必要かも知れない。
いずれにせ よ、リスク係数がどう変わるかが最大
の関心事であることには間違いない。

また、直線仮説に関 しては主委員会のなかでもか

な りの議論がある。――直線仮説を強 く支持する
Llnddl(名 誉委員)の論文の紹介と松平委員の感想が記
されてある。

次回の主委員会会議は1999年9月 にペテルスブルグで

開かれる。

以上


